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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波信号を脳を含む対象体に送信し、前記対象体から反射される超音波エコー信号を
受信して、前記対象体に対する複数の超音波データを取得する超音波データ取得部と、
　前記複数の超音波データに基づいてボリュームデータを形成し、前記ボリュームデータ
に基準断面を設定し、前記基準断面から前記対象体の前記脳の脳鎌（ｆａｌｘ）輪郭およ
び大脳輪郭を検出してデータを取得し、前記ボリュームデータから前記対象体の前記脳の
全体輪郭を検出してデータを取得し、前記脳鎌輪郭、前記大脳輪郭および前記脳の全体輪
郭に対する前記データを用いて前記ボリュームデータを正規化し、前記基準断面を基準と
して前記正規化されたボリュームデータに対して複数の断面を設定し、前記正規化された
ボリュームデータを用いて前記複数の断面に対応する複数の断面映像を形成するプロセッ
サと
を備えることを特徴とする超音波システム。
【請求項２】
　ユーザーから前記基準断面を設定する入力情報を受信するユーザー入力部
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波システム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記ボリュームデータに対して正規化基準データ（ｎｏｒｍａｌｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｄａｔａ）を適用して前記正規化されたボリューム
データを形成することを特徴とする請求項１に記載の超音波システム。
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【請求項４】
　前記正規化基準データは、前記脳鎌輪郭に一致させるための第１のガイドライン、前記
大脳輪郭に一致させるための第２のガイドラインおよび前記脳の全体輪郭に一致させるた
めの第３のガイドラインを含むことを特徴とする請求項３に記載の超音波システム。
【請求項５】
　前記正規化されたボリュームデータは、前記基準断面と平行なアクシャルビューと、前
記アクシャルビューと直交するコロナルビューと、前記アクシャルビューと前記コロナル
ビューと直交するセジタルビューとを有し、
　前記プロセッサは、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記基準断面を基準として前記アクシャル
ビュー（ａｘｉａｌ　ｖｉｅｗ）での第１の視床通過断面（ｔｒａｎｓｔｈａｌａｍｉｃ
　ｐｌａｎｅ）を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記基準断面を予め設定された第１の位置
に移動させて、前記アクシャルビューでの脳室通過断面（ｔｒａｎｓｖｅｎｔｒｉｃｕｌ
ａｒ　ｐｌａｎｅ）を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第１の視床通過断面を基準として前記
基準断面を予め設定された第１の角度で回転させて、前記アクシャルビューでの第１の小
脳通過断面（ｔｒａｎｓｃｅｒｅｂｅｌｌａｒ　ｐｌａｎｅ）を設定することを特徴とす
る請求項１に記載の超音波システム。
【請求項６】
　前記正規化されたボリュームデータは、エレベーション方向を有し、
　前記プロセッサは、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第１の視床通過断面を基準として、前
記基準断面の中心を通り、前記エレベーション方向と直交する方向の第１の軸を中心軸と
して、前記基準断面を第１の方向に垂直回転させ、前記垂直回転した基準断面を予め設定
された第２の角度で回転させて、前記コロナルビュー（ｃｏｒｏｎａｌ　ｖｉｅｗ）での
第２の視床通過断面を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第２の視床通過断面を基準として前記
基準断面を予め設定された第２の位置に移動させて、前記コロナルビューでの第２の小脳
通過断面を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第２の視床通過断面を基準として前記
基準断面を予め設定された第３の位置に移動させて、前記コロナルビューでの有尾通過断
面（ｔｒａｎｓｃａｕｄａｔｅ　ｐｌａｎｅ）を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記有尾通過断面を基準として前記基準断
面を予め設定された第４の位置に移動させて、前記コロナルビューでの経前頭断面（ｔｒ
ａｎｓｆｒｏｎｔａｌ　ｐｌａｎｅ）を設定することを特徴とする請求項５に記載の超音
波システム。
【請求項７】
　前記正規化されたボリュームデータは、前記エレベーション方向に直交する横方向を有
し、
　前記プロセッサは、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第１の視床通過断面を基準として、前
記基準断面の中心を通り、前記横方向に直交する方向の第２の軸を中心軸として、前記基
準断面を第２の方向に垂直回転させて、前記セジタルビュー（ｓａｇｉｔｔａｌ　ｖｉｅ
ｗ）での正中断面（ｍｉｄｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記正中断面を基準として、前記基準断面
を予め設定された第３の角度で回転させて、前記セジタルビューでの左側副断面（ｌｅｆ
ｔ　ｐａｒａｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）を設定し、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記正中断面を基準として、前記基準断面
を予め設定された第４の角度で回転させて、前記セジタルビューでの右側副断面（ｒｉｇ
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ｈｔ　ｐａｒａｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）を設定することを特徴とする請求項６に
記載の超音波システム。
【請求項８】
　ａ）脳を含む対象体に対する複数の超音波データに基づいてボリュームデータを形成す
る段階と、
　ｂ）前記ボリュームデータに基準断面を設定する段階と、
　ｃ）前記基準断面から前記対象体の前記脳の脳鎌（ｆａｌｘ）輪郭および大脳輪郭を検
出してデータを取得し、前記ボリュームデータから前記対象体の前記脳の全体輪郭を検出
してデータを取得する段階と、
　ｄ）前記脳鎌輪郭、前記大脳輪郭および前記脳の全体輪郭に対する前記データを用いて
前記ボリュームデータを正規化する段階と、
　ｅ）前記基準断面を基準として前記正規化されたボリュームデータに対して複数の断面
を設定する段階と、
　ｆ）前記正規化されたボリュームデータを用いて前記複数の断面に対応する複数の断面
映像を形成する段階と
を備えることを特徴とする複数の断面映像提供方法。
【請求項９】
　前記段階ｂ）以前に、
　ユーザーから前記基準断面を設定する入力情報を受信する段階
をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載の複数の断面映像提供方法。
【請求項１０】
　前記段階ｄ）は、
　前記ボリュームデータに対して正規化基準データ（ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｄａｔａ）を適用するように実行されることを特徴とする請求項８に記
載の複数の断面映像提供方法。
【請求項１１】
　前記正規化基準データは、前記脳鎌輪郭に一致させるための第１のガイドライン、前記
大脳輪郭に一致させるための第２のガイドラインおよび前記脳輪郭に一致させるための第
３のガイドラインを含むことを特徴とする請求項１０に記載の複数の断面映像提供方法。
【請求項１２】
　前記正規化されたボリュームデータは、前記基準断面と平行なアクシャルビューと、前
記アクシャルビューと直交するコロナルビューと、前記アクシャルビューと前記コロナル
ビューと直交するセジタルビューとを有し、
　前記段階ｅ）は、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記基準断面を基準として前記アクシャル
ビューでの第１の視床通過断面を設定する段階と、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記基準断面を予め設定された第１の位置
に移動させて、前記アクシャルビューでの脳室通過断面を設定する段階と、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第１の視床通過断面を基準として前記
基準断面を予め設定された第１の角度で回転させて、前記アクシャルビューでの第１の小
脳通過断面を設定する段階と
を備えることを特徴とする請求項８に記載の複数の断面映像提供方法。
【請求項１３】
　前記正規化されたボリュームデータは、エレベーション方向を有し、
　前記段階ｅ）は、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第１の視床通過断面を基準として、前
記基準断面の中心を通り、前記エレベーション方向と直交する方向の第１の軸を中心軸と
して、前記基準断面を第１の方向に垂直回転させる段階と、
　前記垂直回転した基準断面を前記第１の師視床通過断面に対して予め設定された第２の
角度で回転させて、前記コロナルビューでの第２の視床通過断面を設定する段階と、
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　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第２の視床通過断面を基準として前記
基準断面を予め設定された第２の位置に移動させて、前記コロナルビューでの第２の小脳
通過断面を設定する段階と、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第２の視床通過断面を基準として前記
基準断面を予め設定された第３の位置に移動させて、前記コロナルビューでの有尾通過断
面を設定する段階と、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記有尾通過断面を基準として前記基準断
面を予め設定された第４の位置に移動させて、前記コロナルビューでの経前頭断面を設定
する段階と
を備えることを特徴とする請求項１２に記載の複数の断面映像提供方法。
【請求項１４】
　前記正規化されたボリュームデータは、前記エレベーション方向に直交する横方向を有
し、
　前記段階ｅ）は、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記第１の視床通過断面を基準として、前
記基準断面の中心を通り、前記横方向に直交する方向の第２の軸を中心軸として、前記基
準断面を第２の方向に垂直回転させて、前記セジタルビューでの正中断面を設定する段階
と、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記正中断面を基準として、前記基準断面
を予め設定された第３の角度で回転させて、前記セジタルビューでの左側副断面を設定す
る段階と、
　前記正規化されたボリュームデータに対して前記正中断面を基準として、前記基準断面
を予め設定された第４の角度で回転させて、前記セジタルビューでの右側副断面を設定す
る段階と
を備えることを特徴とする請求項１３に記載の複数の断面映像提供方法。
【請求項１５】
　複数の断面映像を提供する方法を行うためのプログラムを格納するコンピュータ読み出
し可能の記録媒体であって、前記方法は、
　ａ）脳を含む対象体に対する複数の超音波データに基づいてボリュームデータを形成す
る段階と、
　ｂ）前記ボリュームデータに基準断面を設定する段階と、
　ｃ）前記基準断面から前記対象体の前記脳の脳鎌（ｆａｌｘ）輪郭および大脳輪郭を検
出してデータを取得し、前記ボリュームデータから前記対象体の前記脳の全体輪郭を検出
してデータを取得する段階と、
　ｄ）前記脳鎌輪郭、前記大脳輪郭および前記脳の全体輪郭に対する前記データを用いて
前記ボリュームデータを正規化する段階と、
　ｅ）前記基準断面を基準として前記正規化されたボリュームデータに対して複数の断面
を設定する段階と、
　ｆ）前記正規化されたボリュームデータを用いて前記複数の断面に対応する複数の断面
映像を形成する段階と
を備えることを特徴とするコンピュータ読み出し可能記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波システムに関し、特にボリュームデータにアクシャルビュー（ａｘｉ
ａｌ　ｖｉｅｗ）、コロナルビュー（ｃｏｒｏｎａｌ　ｖｉｅｗ）およびセジタルビュー
（ｓａｇｉｔａｌ　ｖｉｅｗ）のそれぞれに対して複数の断面を設定し、設定された複数
の断面に対応する複数の断面映像を提供する超音波システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　超音波システムは、無侵襲および非破壊特性を有しており、対象体内部の情報を得るた
めに医療分野で広く用いられている。超音波システムは、対象体を直接切開して観察する
外科手術の必要がなく、対象体の内部組織を高解像度の映像で医師に提供できるので、医
療分野で非常に重要なものとして用いられている。
【０００３】
　３次元の超音波映像を用いた超音波システムは、２次元超音波映像では提供することが
できない空間情報や解剖学的な形態情報を提供してくれる。即ち、この超音波システムは
、超音波信号を対象体に送信して対象体から反射される超音波信号（即ち、超音波エコー
信号）を用いてボリュームデータを形成し、その形成されたボリュームデータをレンダリ
ングして３次元超音波映像を形成する。
【０００４】
　一方、胎児の脳を診断するために、超音波システムは、複数の断面に対応する複数の断
面映像を提供している。即ち、超音波システムは、アクシャルビューでの視床通過断面（
ｔｒａｎｓｔｈａｌａｍｉｃ　ｐｌａｎｅ）、脳室通過断面（ｔｒａｎｓｖｅｎｔｒｉｃ
ｕｌａｒ　ｐｌａｎｅ）および小脳通過断面（ｔｒａｎｓｃｅｒｅｂｅｌｌａｒ　ｐｌａ
ｎｅ）と、コロナルビューでの視床通過断面（ｔｒａｎｓｔｈａｌａｍｉｃ　ｐｌａｎｅ
）、小脳通過断面（ｔｒａｎｓｃｅｒｅｂｅｌｌａｒ　ｐｌａｎｅ）、経前頭断面（ｔｒ
ａｎｓｆｒｏｎｔａｌ　ｐｌａｎｅ）および有尾通過断面（ｔｒａｎｓｃａｕｄａｔｅ　
ｐｌａｎｅ）と、セジタルビューでの正中断面（ｍｉｄｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）
、左側副断面（ｌｅｆｔ　ｐａｒａｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）および右側副断面（
ｒｉｇｈｔ　ｐａｒａｓａｇｉｔｔａｌ）のそれぞれに対応する断面映像を提供している
。
【０００５】
　従来には、ユーザーがアクシャルビュー、コロナルビューおよびセジタルビューのそれ
ぞれに対して複数の断面をボリュームデータに設定した。これにより、ボリュームデータ
に複数の断面を正確に設定することができず、正確な断面映像を提供できないだけでなく
、複数の断面映像を得るのにかなりの時間を必要とするという不具合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１８３０６３号公報
【特許文献２】特表２００３－５２３７９４号公報
【特許文献３】特開２００４－３１３６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、アクシャルビュー（ａｘｉａｌ　ｖｉｅｗ）、コロナルビュー（ｃｏ
ｒｏｎａｌ　ｖｉｅｗ）およびセジタルビュー（ｓａｇｉｔａｌ　ｖｉｅｗ）のそれぞれ
に対して複数の断面を設定し、設定された複数の断面に対応する複数の断面映像を提供す
る超音波システムおよび方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の課題を解決するために、本発明における超音波システムは、超音波信号を脳を含
む対象体に送信し、前記対象体から反射される超音波エコー信号を受信して、前記対象体
に対する複数の超音波データを取得する超音波データ取得部と、前記複数の超音波データ
に基づいてボリュームデータを形成し、前記ボリュームデータに基準断面を設定し、前記
基準断面から前記対象体の前記脳の脳鎌（ｆａｌｘ）輪郭および大脳輪郭を検出してデー
タを取得し、前記ボリュームデータから前記対象体の前記脳の全体輪郭を検出してデータ
を取得し、前記脳鎌輪郭、前記大脳輪郭および前記脳の全体輪郭に対する前記データを用
いて前記ボリュームデータを正規化し、前記基準断面を基準として前記正規化されたボリ
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ュームデータに対して複数の断面を設定し、前記正規化されたボリュームデータを用いて
前記複数の断面に対応する複数の断面映像を形成するプロセッサとを備える。
【０００９】
　また、本発明における複数の断面映像提供方法は、ａ）脳を含む対象体に対する複数の
超音波データに基づいてボリュームデータを形成する段階と、ｂ）前記ボリュームデータ
に基準断面を設定する段階と、ｃ）前記基準断面から前記対象体の前記脳の脳鎌（ｆａｌ
ｘ）輪郭および大脳輪郭を検出してデータを取得し、前記ボリュームデータから前記対象
体の前記脳の全体輪郭を検出してデータを取得する段階と、ｄ）前記脳鎌輪郭、前記大脳
輪郭および前記脳の全体輪郭に対する前記データを用いて前記ボリュームデータを正規化
する段階と、ｅ）前記基準断面を基準として前記正規化されたボリュームデータに対して
複数の断面を設定する段階と、ｆ）前記正規化されたボリュームデータを用いて前記複数
の断面に対応する複数の断面映像を形成する段階とを備える。
【００１０】
　また、本発明における、複数の断面映像を提供する方法を行うためのプログラムを格納
するコンピュータ読み出し可能の記録媒体であって、前記方法は、ａ）脳を含む対象体に
対する複数の超音波データに基づいてボリュームデータを形成する段階と、ｂ）前記ボリ
ュームデータに基準断面を設定する段階と、ｃ）前記基準断面から前記対象体の前記脳の
脳鎌（ｆａｌｘ）輪郭および大脳輪郭を検出してデータを取得し、前記ボリュームデータ
から前記対象体の前記脳の全体輪郭を検出してデータを取得する段階と、ｄ）前記脳鎌輪
郭、前記大脳輪郭および前記脳の全体輪郭に対する前記データを用いて前記ボリュームデ
ータを正規化する段階と、ｅ）前記基準断面を基準として前記正規化されたボリュームデ
ータに対して複数の断面を設定する段階と、ｆ）前記正規化されたボリュームデータを用
いて前記複数の断面に対応する複数の断面映像を形成する段階とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、ボリュームデータに複数の断面を自動で設定することができ、慣れないユー
ザーも容易に胎児の脳を診断するための複数の断面に対応する複数の断面映像を取得する
ことができるだけでなく、診断時間を短縮させることができる。
【００１２】
　また、本発明は、アクシャルビュー（ａｘｉａｌ　ｖｉｅｗ）、コロナルビュー（ｃｏ
ｒｏｎａｌ　ｖｉｅｗ）およびセジタルビュー（ｓａｇｉｔａｌ　ｖｉｅｗ）のそれぞれ
に対して複数の断面映像を提供することができ、ユーザーが胎児の脳の異常有無を容易に
診断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例における超音波システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例における超音波データ取得部の構成を示すブロック図である。
【図３】フレームのスキャン方向を示す例示図である。
【図４】本発明の実施例におけるプロセッサの構成を示すブロック図である。
【図５】ボリュームデータの例を示す例示図である。
【図６】本発明の実施例におけるグラフィックガイドの例を示す例示図である。
【図７】本発明の実施例における第１の視床通過断面、脳室通過断面および第１の小脳通
過断面を示す例示図である。
【図８】本発明の実施例における第２の視床通過断面、第２の小脳通過断面、経前頭断面
および有尾通過断面を示す例示図である。
【図９】本発明の実施例における正中断面、左側副断面および右側副断面を示す例示図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付された図面を参照して本発明の実施例を説明する。
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【００１５】
　図１は、本発明の実施例における超音波システム１００の構成を示すブロック図である
。超音波システム１００は、超音波データ取得部１１０、ユーザー入力部１２０、プロセ
ッサ１３０およびディスプレイ部１４０を備える。
【００１６】
　超音波データ取得部１１０は、超音波信号を対象体に送信し、対象体から反射される超
音波信号（即ち、超音波エコー信号）を受信して複数のフレームＦｉ（１≦ｉ≦Ｎ）（図
３参照）のそれぞれに対応する超音波データを取得する。以下、説明の便宜上、対象体が
胎児であるものと説明するが、必ずしもこれに限定されない。
【００１７】
　図２は、本発明の実施例における超音波データ取得部１１０の構成を示すブロック図で
ある。超音波データ取得部１１０は、送信信号形成部１１１、複数の電気音響変換素子（
ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ｅｌｅｍｅｎｔ）（図示せず）を含む超音波プローブ１１２、ビ
ームフォーマ１１３および超音波データ形成部１１４を備える。
【００１８】
　送信信号形成部１１１は、変換素子の位置および集束点を考慮して、図３に示すように
、複数のフレームＦｉ（１≦ｉ≦Ｎ））のそれぞれを得るための送信信号を形成する。フ
レームは、Ｂモード（ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　ｍｏｄｅ）映像を含む。
【００１９】
　超音波プローブ１１２は、送信信号形成部１１１から送信信号が提供されると、送信信
号を超音波信号に変換して対象体（例えば、胎児）に送信し、対象体から反射される超音
波エコー信号を受信して受信信号を形成する。受信信号は、アナログ信号である。超音波
プローブ１１２としては、３Ｄ（ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）プローブ、２Ｄアレイプローブな
どが挙げられる。
【００２０】
　ビームフォーマ１１３は、超音波プローブ１１２から受信信号が提供されると、受信信
号にアナログデジタル変換を行ってデジタル信号を形成する。また、ビームフォーマ１１
３は、変換素子の位置および集束点を考慮して、デジタル信号を受信集束させて受信集束
信号を形成する。
【００２１】
　超音波データ形成部１１４は、ビームフォーマ１１３から受信集束信号が提供されると
、受信集束信号を用いて超音波データを形成する。また、超音波データ形成部１１４は、
超音波データを形成するのに必要な様々な信号処理（例えば、利得（ｇａｉｎ）調節、フ
ィルタリング処理等）を受信集束信号に行うことができる。
【００２２】
　再び図１を参照すると、ユーザー入力部１２０は、ユーザーの入力情報を受信する。本
実施例において、入力情報は、基準断面を設定する入力情報を含む。ユーザー入力部１２
０としては、コントロールパネル（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐａｎｅｌ）、マウス（ｍｏｕｓｅ
）、キーボード（ｋｅｙｂｏａｒｄ）などが挙げられる。
【００２３】
　プロセッサ１３０は、超音波データ取得部１１０から提供される超音波データを用いて
ボリュームデータを形成する。また、プロセッサ１３０は、ユーザー入力部１２０から提
供される入力情報に基づいてボリュームデータに複数の断面を設定し、設定された複数の
断面に対応する複数の断面映像を形成する。
【００２４】
　図４は、本発明の実施例におけるプロセッサ１３０の構成を示すブロック図である。プ
ロセッサ１３０は、ボリュームデータ形成部１３１、第１の断面設定部１３２、輪郭検出
部１３３、前処理部１３４、第２の断面設定部１３５および映像形成部１３６を備える。
【００２５】
　ボリュームデータ形成部１３１は、超音波データ取得部１１０から提供される複数の超
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音波データを用いて、図５に示すように、ボリュームデータ２１０を形成する。ボリュー
ムデータ２１０は、輝度値を有する複数のボクセル（ｖｏｘｅｌ）（図示せず）を含む。
図５において、符号２２１～２２３は、互いに直交するコロナルビュー（ｃｏｒｏｎａｌ
　ｖｉｅｗ）、セジタルビュー（ｓａｇｉｔｔａｌ　ｖｉｅｗ）およびアクシャルビュー
（ａｘｉａｌ　ｖｉｅｗ）のそれぞれを示す。また、図５において、軸（ａｘｉａｌ）方
向は、超音波プローブ１１２の変換素子を基準として超音波信号の進行方向を示し、横（
ｌａｔｅｒａｌ）方向は、スキャンライン（ｓｃａｎｌｉｎｅ）の移動方向を示し、エレ
ベーション（ｅｌｅｖａｔｉｏｎ）方向は、３次元超音波映像の深さ方向であって、フレ
ームのスキャン方向を示す。
【００２６】
　第１の断面設定部１３２は、ユーザー入力部１２０から提供される入力情報に基づいて
、ボリュームデータ２１０に基準断面を設定する。本実施例において、基準断面は、アク
シャルビューでの視床通過断面（ｔｒａｎｓｔｈａｌａｍｉｃ　ｐｌａｎｅ）（以下、第
１の視床通過断面４１１という）である。しかし、基準断面は、必ずしもこれに限定され
ない。
【００２７】
　輪郭検出部１３３は、基準断面から脳鎌（ｆａｌｘ）の輪郭を検出してデータを取得す
る。ここで、脳鎌は、左右の大脳半球を分離する硬膜内葉である。また、輪郭検出部１３
３は、基準断面から大脳の輪郭を検出してデータを取得する。また、輪郭検出部１３３は
、ボリュームデータ２１０から胎児の脳（ｆｅｔａｌ　ｂｒａｉｎ）の全体輪郭を検出し
てデータを取得する。輪郭は、ソーベル（Ｓｏｂｅｌ）、プレウィット（Ｐｒｅｗｉｔｔ
）、ロバート（Ｒｏｂｅｒｔ）、キャニー（Ｃａｎｎｙ）マスクなどのようなエッジマス
ク（ｅｄｇｅ　ｍａｓｋ）を用いて検出することができる。また、輪郭は、エッジ構造テ
ンソル（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｅｎｓｏｒ）を用いた固有値（ｅｉｇｅｎ　ｖａｌｕｅ
）の差から検出することができる。
【００２８】
　前処理部１３４は、輪郭検出部１３３で検出された脳鎌輪郭、大脳輪郭および脳の全体
輪郭に対するデータを用いてボリュームデータ２１０を正規化する。本実施例において、
前処理部１３４は、ボリュームデータ２１０に対して正規化基準データ（ｎｏｒｍａｌｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｄａｔａ）を適用してボリュームデータを正規化す
る。正規化基準データは、図６に示すように、グラフィックガイド（ｇｒａｐｈｉｃ　ｇ
ｕｉｄｅ）３１０を含むことができる。グラフィックガイド３１０は、脳鎌輪郭に一致さ
せるための第１のガイドライン３１１、大脳輪郭に一致させるための第２のガイドライン
３１２および脳の全体輪郭に一致させるための第３のガイドライン３１３を含む。
【００２９】
　より詳細に、前処理部１３４は、グラフィックガイド３１０の第１のガイドライン３１
１を基準断面の脳鎌輪郭に一致させる。前処理部１３４は、第１のガイドライン３１１が
脳鎌輪郭に一致した状態で、第２のガイドライン３１２と大脳輪郭とを比較して、ボリュ
ームデータ２１０の大きさを調節して大脳輪郭を第２のガイドライン３１２に一致させる
。一例として、前処理部１３４は、第２のガイドライン３１２と大脳輪郭とを比較して、
大脳輪郭が横方向およびエレベーション方向の少なくとも１つの方向に対して第２のガイ
ドライン３１２を超えると判断されれば、該方向に対してボリュームデータ２１０の大き
さを調節（即ち、縮小）する。一方、前処理部１３４は、大脳輪郭が横方向およびエレベ
ーション方向の少なくとも１つの方向に対して第２のガイドライン３１２より小さいと判
断されれば、該方向に対してボリュームデータ２１０の大きさを調節（即ち、拡大）する
。
【００３０】
　前処理部１３４は、第２のガイドライン３１２と大脳輪郭とを一致させた状態で、第３
のガイドライン３１３と脳輪郭とを比較して、ボリュームデータ２１０の大きさを調節し
て脳輪郭を第３のガイドライン３１３に一致させる。一例として、前処理部１３４は、第
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３のガイドライン３１３と脳輪郭とを比較して、脳輪郭が軸方向に対して第３のガイドラ
イン３１３を超えると判断されると、軸方向に対してボリュームデータ２１０の大きさを
調節（即ち、縮小）する。一方、前処理部１３４は、脳輪郭が軸方向に対して第３のガイ
ドライン３１３より小さいと判断されると、軸方向に対してボリュームデータ２１０の大
きさを調節（即ち、拡大）する。
【００３１】
　第２の断面設定部１３５は、正規化されたボリュームデータに対して基準断面を基準と
してアクシャルビューでの第１の視床通過断面（ｔｒａｎｓｔｈａｌａｍｉｃ　ｐｌａｎ
ｅ）、脳室通過断面（ｔｒａｎｓｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｐｌａｎｅ）および小脳通過
断面（ｔｒａｎｓｃｅｒｅｂｅｌｌａｒ　ｐｌａｎｅ）を設定する。本実施例において、
第２の断面設定部１３５は、図７に示すように、正規化されたボリュームデータ２３０に
対して基準断面と同一の位置に第１の視床通過断面４１１を設定する。第２の断面設定部
１３５は、正規化されたボリュームデータ２３０に対して基準断面を予め設定された第１
の位置に平行に移動させて脳室通過断面４１２を設定する。即ち、脳室通過断面４１２は
、第１の視床通過断面４１１から平行に離隔した第１の位置に設定されることができる。
第２の断面設定部１３５は、正規化されたボリュームデータ２３０に対して第１の視床通
過断面４１１を基準として、基準断面を予め設定された第１の角度で回転させて小脳通過
断面（以下、第１の小脳通過断面という）４１３を設定する。即ち、第１の小脳通過断面
４１３は、第１の視床通過断面４１１と第１の角度をなす位置に設定されることができる
。
【００３２】
　第２の断面設定部１３５は、正規化されたボリュームデータ２３０に対して第１の視床
通過断面４１１を基準としてコロナルビューでの視床通過断面（以下、第２の視床通過断
面という）、小脳通過断面（以下、第２の小脳通過断面という）、経前頭断面（ｔｒａｎ
ｓｆｒｏｎｔａｌ　ｐｌａｎｅ）および有尾通過断面（ｔｒａｎｓｃａｕｄａｔｅ　ｐｌ
ａｎｅ）を設定する。本実施例において、第２の断面設定部１３５は、図８に示すように
、正規化されたボリュームデータ２３０に対して第１の視床通過断面４１１を基準として
、基準断面を軸方向（第１の方向）に垂直回転（基準断面の中心を通り、エレベーション
方向に直交する方向の軸（第１の軸）を中心軸として回転）させ、垂直回転した基準断面
を予め設定された第２の角度で回転させて第２の視床通過断面４２１を設定する。即ち、
第２の視床通過断面４２１は、第１の視床通過断面４１１と予め設定された角度（９０゜
－第２の角度）をなす位置に設定されることができる。第２の断面設定部１３５は、正規
化されたボリュームデータ２３０に対して第２の視床通過断面４２１を基準として、基準
断面を予め設定された第２の位置に平行に移動させて第２の小脳通過断面４２２を設定す
る。即ち、第２の小脳通過断面４２２は、第２の視床通過断面４２１から平行に離隔した
第２の位置に設定されることができる。第２の断面設定部１３５は、正規化されたボリュ
ームデータ２３０に対して第２の視床通過断面４２１を基準として、基準断面を予め設定
された第３の位置に平行に移動させて有尾通過断面４２３を設定する。即ち、有尾通過断
面４２３は、第２の視床通過断面４２１から平行に離隔した第３の位置に設定されること
ができる。第２の断面設定部１３５は、正規化されたボリュームデータ２３０に対して有
尾通過断面４２３を基準として、基準断面を予め設定された第４の位置に平行に移動させ
て経前頭断面４２４を設定する。即ち、経前頭断面４２４は、有尾通過断面４２３から平
行に離隔した第４の位置に設定されることができる。
【００３３】
　第２の断面設定部１３５は、正規化されたボリュームデータに対して第１の視床通過断
面４１１を基準として、セジタルビューでの正中断面（ｍｉｄｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａ
ｎｅ）、左側副断面（ｌｅｆｔ　ｐａｒａｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）および右側副
断面（ｒｉｇｈｔ　ｐａｒａｓａｇｉｔｔａｌ　ｐｌａｎｅ）を設定する。本実施例にお
いて、第２の断面設定部１３５は、図９に示すように、正規化されたボリュームデータ２
３０に対して第１の視床通過断面４１１を基準として、基準断面を横方向（第２の方向）
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に垂直回転（基準断面の中心を通り、横方向に直交する方向の軸（第２の軸）を中心軸と
して回転）させて正中断面４３１を設定する。第２の断面設定部１３５は、正規化された
ボリュームデータ２３０に対して正中断面４３１を基準として、基準断面を予め設定され
た第３の角度で回転させて左側副断面４３２を設定する。即ち、左側副断面４３２は、正
中断面４３１と第３の角度をなす位置に設定されることができる。第２の断面設定部１３
５は、正規化されたボリュームデータ２３０に対して正中断面４３１を基準として、基準
断面を予め設定された第４の角度で回転させて右側副断面４３３を設定する。即ち、右側
副断面４３３は、正中断面４３１と第４の角度をなし、左側副断面４３２と予め設定され
た角度（第３の角度＋第４の角度）をなす位置に設定されることができる。
【００３４】
　映像形成部１３６は、ボリュームデータを用いて、第２の断面設定部１３５で設定され
た複数の断面、即ち、第１の視床通過断面４１１、脳室通過断面４１２、第１の小脳通過
断面４１３、第２の視床通過断面４２１、第２の小脳通過断面４２２、有尾通過断面４２
３、経前頭断面４２４、正中断面４３１、左側副断面４３２および右側副断面４３３のそ
れぞれに対応する断面映像を形成する。映像形成部１３６は、ボリュームデータ２１０ま
たは正規化されたボリュームデータ２３０をレンダリングして３次元超音波映像を形成す
ることもできる。
【００３５】
　再び図１を参照すると、ディスプレイ部１４０は、プロセッサ１３０で形成される複数
の断面映像を表示する。一実施例において、複数の断面映像は、ビュー（ｖｉｅｗ）別に
表示されることができる。他の実施例において、グラフィックガイドを一致させた第１の
視床通過断面４１１の断面映像が複数の断面映像とともに表示されることもできる。ディ
スプレイ部１４０は、プロセッサ１３０で形成される３次元超音波映像を表示することも
できる。
【００３６】
　以上、本発明の複数のビューに対する複数の断面映像を提供する超音波システムおよび
その方法を説明したが、当該方法は、コンピュータで読出し可能な記録媒体に記録させる
ことができる。この記録媒体は、コンピュータシステムによって読み出されるデータが保
存される全ての種類の記録装置を含む。このコンピュータで読み出し可能な記録媒体の例
としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク
、光データ格納装置などの他、キャリアウェーブ（例えば、インターネットを通じた伝送
）の形態で具現されるものも含む。また、コンピュータで読み出し可能な記録媒体は、ネ
ットワークで連結されたコンピュータシステムに分散され、読み出しをコードにより行う
ようにすることも可能である。上述した実施例を具現するための機能的なプログラム、コ
ードおよびコードセグメント方法は、本発明が属する技術分野の各プログラマにとっては
容易に推定されることである。
【００３７】
　本発明は、望ましい実施例によって説明および例示をしたが、当業者であれば添付した
特許請求の範囲の事項および範疇を逸脱することなく、様々な変形および変更が可能であ
る。
【符号の説明】
【００３８】
１００　超音波システム
１１０　超音波データ取得部
１１１　送信信号形成部
１１２　超音波プローブ
１１３　ビームフォーマ
１１４　超音波データ形成部
１２０　ユーザー入力部
１３０　プロセッサ
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１４０　ディスプレイ部
１３１　ボリュームデータ形成部
１３２　第１の断面設定部
１３３　輪郭検出部
１３４　前処理部
１３５　第２の断面設定部
１３６　映像形成部
２１０　ボリュームデータ
２２１、２２２、２２３　ビュー
２３０　正規化されたボリュームデータ
３１０　グラフィックガイド
３１１　第１のガイドライン
３１２　第２のガイドライン
３１３　第３のガイドライン
４１１　第１の視床通過断面
４１２　脳室通過断面
４１３　第１の小脳通過断面
４２１　第２の視床通過断面
４２２　第２の小脳通過断面
４２３　有尾通過断面
４２４　経前頭断面
４３１　正中断面
４３２　左側副断面
４３３　右側副断面

【図１】

【図２】

【図３】



(12) JP 5538145 B2 2014.7.2

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(13) JP 5538145 B2 2014.7.2

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  イ，　ユン　ヒ
            大韓民国，　ソウル特別市江南区大峙洞１００３，　メディソンビル，　３階，　株式会社メディ
            ソン　Ｒ＆Ｄセンター

    審査官  杉田　翠

(56)参考文献  特開２００８－４９１５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１４７７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２８５１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２０８２５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－３９４４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５３４０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２８９６８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００８／０２６２３４４（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００７／００８１７０５（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００５／０１０１８５５（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ５／０５５
              　　　　６／００－６／１４
              　　　　８／００－８／１５
              Ｇ０６Ｔ１／００－１／４０
              　　　　３／００－１１／４０
              　　　　１５／００－１７／００
              　　　　１７／１０－１７／３０
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              Ｇｏｏｇｌｅ　Ｓｃｈｏｌａｒ



专利名称(译) 超声系统和方法，用于为多个视图提供多个横截面图像

公开(公告)号 JP5538145B2 公开(公告)日 2014-07-02

申请号 JP2010197890 申请日 2010-09-03

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 株式会社 メディソン

当前申请(专利权)人(译) 三星メディソン株式会社

[标]发明人 イユンヒ

发明人 イ, ユン ヒ

IPC分类号 A61B8/00 G06T1/00 G06T15/00

CPC分类号 G01S15/8993 A61B8/0808 A61B8/0866 A61B8/483 A61B8/523 G01S7/52063

FI分类号 A61B8/00 G06T1/00.290.D G06T15/00.100.A A61B8/14 G06T15/00.200 G06T15/00.501 G06T15/08 
G06T7/00.612

F-TERM分类号 4C601/BB03 4C601/DD09 4C601/DD11 4C601/EE07 4C601/EE09 4C601/JC09 4C601/JC33 4C601
/KK10 4C601/KK12 4C601/KK22 4C601/KK25 4C601/KK31 4C601/LL38 5B057/AA07 5B057/CB12 
5B057/CB16 5B057/CE20 5B080/AA17 5L096/AA09 5L096/BA06 5L096/BA13 5L096/CA18 5L096
/EA13 5L096/FA06 5L096/FA67 5L096/FA69

优先权 1020090083074 2009-09-03 KR

其他公开文献 JP2011050746A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种系统和方法，用于在体数据中设置轴向，冠状
和矢状视图上的多个横截面，以提供对应于多个设定横截面的多个横截
面图像。解决方案：该系统包括：超声数据获取单元，用于获取包括大
脑的目标对象的多个超声数据;以及处理器，其基于所述多个超声数据形
成体数据。在体数据中设置参考横截面，在体积数据中检测参考平面中
大脑的镰刀轮廓和大脑轮廓以及大脑的整个轮廓，通过使用镰刀轮廓的
数据对体数据进行归一化，大脑轮廓和胎儿大脑的整个轮廓，并相对于
体积数据中的参考横截面设置多个横截面。处理器通过使用归一化体数
据形成对应于各个多个横截面的横截面图像。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4f4aa8ac-bd36-4ec3-8e2f-7eff7bcd63bc
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043301784/publication/JP5538145B2?q=JP5538145B2

